
省エネ法・温対法の報告書等を提出される事業者のみなさまへ  
省エネ法・温対法の報告書等がインターネットから 

複数省庁に同時に提出できるようになります！  
省エネ法、温対法に関する各種届出書や報告書の書類を、これまでは複数の担当省庁の窓口へご提

出いただいておりましたが、平成 27 年 4 月下旬（予定）から順次、全ての関係省庁へ同時にイン

ターネットを用いてご提出（電子報告）いただけるよう「省エネ法・温対法電子報告システム」（URL

は 4 月公開予定。）の稼働準備を進めています。 電子報告に関して、追加の費用負担はございません。

また、これまでの提出に比べて下記のようなメリットがありますので、電子報告の積極的なご利用を

お願いします。 

※経済産業省へ提出する省エネ法関係の報告書及び届出書は、平成２８年度（予定）以降、「省エネ

法・温対法電子報告システム」での受付を開始する予定です。平成２７年度は e-Gov 電子申請シ

ステム（http://www.e-gov.go.jp/shinsei/）を引き続きご利用下さい。なお、利用可能なシステ

ムと提出可能な報告書については裏面をご参照ください。 

※紙媒体でも引き続きご提出いただけます。 
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  主な対象者 
主な届出書・報告書等 

経産省へ提出する省エネ法報告書等は平成 28 年度（予定）以降、対応見込。

 

省エネ法 

特定事業者 

特定連鎖化事業者 

特定荷主 

（平成２７年度より受付開始） 

・定期報告書      ・中長期計画書／計画書 等 
（平成２８年度以降より受付開始） 

・エネルギー使用状況届出書 ・貨物の輸送量届出書 

・指定取消申出書 

・エネルギー管理統括者／管理者選任・解任届出書 等 

 特定輸送事業者 

（貨物･旅客･航空）

・定期報告書        ・中長期計画書 

・輸送能力届出書      ・指定取消申出書 

 温 対 法 特定排出者 ・報告書（様式第１、様式第２） 

 

利用の

メリッ

ト 

 これまでの提出では．．．  電子報告では．．． 

・報告書等を紙に出力 ⇒ 紙の提出は不要。電子ファイルの送付のみ

・担当省庁の窓口へ持参又は郵送 ⇒ 事業者の PC*1 から提出可能 

 ・事業内容によっては複数省庁へ提出 ⇒ 複数省庁へも１回*2 の操作で提出可能 

 ・提出後に省庁から内容確認する場合あり ⇒ 提出時に内容確認*3 を実施 

（修正報告の提出回数が削減できます！）

 ・前年度の定期報告内容と比較ができない ⇒ 前年度までの報告内容の確認が可能*4 

 ・省庁での集計作業に時間を要している ⇒ 集計結果公表の早期化 

*1：インターネットに接続できる PC（ウェブブラウザ（Internet Explorer、Google Chrome 等）の他

に、新たなアプリケーションをインストールする必要はありません。） 

*2：平成２７年度に経産省に提出する省エネ法報告書等は別途 e-Gov 電子申請システムをご利用下さい。  

*3：指定フォーマット利用の場合、提出時にシステムで内容の一部について形式チェックをします。 

*4：本システムで提出いただいた報告書は、本システムで５年間確認できます。 

利用方法 

（予定） 

 事前の届出 
（初回のみ）

① 担当省庁*等へ電子報告をするための届出をします。 

② 担当省庁から電子報告のためのアクセスキー等が連絡されます。 

 
報告書等の

提出方法 

③ インターネット上の電子報告用のホームページに、ID、パスワードを

用いてログインします。 

④ 上記ホームページで、提出先の省庁を選択（複数の省庁を選択可能）

し、報告書又は届出書の電子ファイルをアップロードし、送信します。

なお、紙のファイルの省庁への提出は不要です。 
*：提出する書類により、事前の届出先が経済産業省、環境省、国土交通省となります。 

お問合せ先 
 経済産業省産業技術環境局環境経済室 

TEL03-3501-1511（内線 3521） 
環境省地球環境局地球温暖化対策課 
TEL03-3581-3351（内線 6779）  

資源エネルギー庁省エネルギー対策課（省エネ法工場等・荷主）国土交通省総合政策局環境政策課（省エネ法輸送） 

TEL03-3501-1511（内線 4545）              TEL03-5253-8111（内線 24-412） 



 

省エネ法・温対法の報告・届出等に使用可能なシステム 
 

○温対法報告書（様式第１・様式第２）は、平成 27 年度より、全事業所管省庁に対して、「省エネ法・
温対法電子報告システム」で提出できます。 

○特定輸送事業者（貨物/旅客/航空）等が国土交通省へ提出する「定期報告書」、「中長期計画書」、「輸送
能力届出書」、「特定輸送事業者指定取消申出書」も、平成 27 年度より、「省エネ法・温対法電子報告
システム」で提出できます。 

○特定事業者又は特定連鎖化事業者、特定荷主、登録調査機関が提出する省エネ法の報告書等については
以下を御参照下さい。 

 
【平成 27 年度】 

対象事業者 対象となる報告書・届出書等 

使用可能なシステム 

省エネ法・ 

温対法電子 

報告システム

e-Gov

電子申請

システム
*1 

報告書等を提出する事業者 
（事業者が行っている事業

が経済産業省所管のみの
事業者） 

定期報告書、中長期計画書*2、確認調査結果報告書 
    （経済産業省宛） 

× ○ 

報告書等を提出する事業者 
（事業者が行っている事業

に経済産業省所管以外の
事業が含まれる事業者） 

定期報告書、中長期計画書*2、確認調査結果報告書 
    （経済産業省宛） 

× ○ 

定期報告書、中長期計画書*2、確認調査結果報告書 
（経産省以外の全事業所管省庁*3 宛） 

○ × 

届出書等を提出する事業者 

エネルギー使用状況届出書 
特定事業者指定取消申出書、 
第一種エネルギー管理指定工場等指定取消申出書、 
第二種エネルギー管理指定工場等指定取消申出書、 
エネルギー管理統括者（企画推進者）選任・解任届出書、
エネルギー管理者（管理員）選任・解任届出書、 
エネルギー管理統括者（企画推進者）兼任承認申請書、 
エネルギー管理者（管理員）兼任承認申請書、 
貨物の輸送量届出書、 
特定荷主指定取消申出書 

× ○ 

*1：平成 26 年度までに e-Gov を利用されていた方は引き続き使用可能です。 
*2：「中長期計画書」について、特定荷主の場合は「計画書」です。 
*3：「全事業所管省庁」は、提出する事業者が行っている事業を所管する全ての事業所管省庁です。 
 
【平成 28 年度（予定）以降】 

対象事業者 対象となる報告書・届出書等 
使用可能なシステム 

省エネ法・温対法 

電子報告システム 

報告書等を提出する事業者 
定期報告書、中長期計画書*2、確認調査結果報告書 

（経済産業省宛、経産省以外の全事業所管省庁*3 宛） 
○ 

届出書等を提出する事業者 

エネルギー使用状況届出書 
特定事業者指定取消申出書、 
第一種エネルギー管理指定工場等指定取消申出書、 
第二種エネルギー管理指定工場等指定取消申出書、 
エネルギー管理統括者（企画推進者）選任・解任届出書、
エネルギー管理者（管理員）選任・解任届出書、 
エネルギー管理統括者（企画推進者）兼任承認申請書、 
エネルギー管理者（管理員）兼任承認申請書、 
貨物の輸送量届出書、 
特定荷主指定取消申出書 

○ 

 


